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＜理論マスターの改訂（下線部が変更箇所です。）＞ 
P.134 

         5－5 仕入れに係る消費税額に関する国、地方公共 
団体等に対する特例         〔ランクＢ〕 

 
下記の規定を差し替えてください。 

    １．仕入れに係る消費税額の特例（法60④、令75③）            重要度◎ 

国・地方公共団体の特別会計、別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人

格のない社団等（免税事業者を除く。）が課税仕入れを行い又は課税貨物を保税地域か

ら引き取る場合において、その課税仕入れの日又は課税貨物の引取りの日（注１）の

属する課税期間に特定収入があり、かつ、特定収入割合が５％を超えるときは、簡易

課税又は２割特例の適用を受ける場合を除き、その課税期間の課税標準額に対する消

費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、原則の規定により

計算した課税仕入れ等の税額の合計額から調整税額を控除した残額とする。 

この場合において、その金額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額とみなす。 

（注１）特例申告の場合には、その申告書の提出日 

 
 

 


